
２０２４年５月２４日 

株式会社 高 知 銀 行 

高 知 市 堺 町 ２ 番 ２ ４ 号 

 

 

 育児・介護休業の適用範囲拡大について 

 

高知銀行（頭取 海治勝彦）は、このたび、職員の育児休業・介護休業に係る

適用範囲を下記のとおり拡大することといたしましたので、お知らせいたします。 

当行では、これまでも仕事と家庭の両立支援に向けた取り組みを進めてまいり

ました。職員がキャリアを形成してその能力を最大限に発揮できるよう、これか

らも職場環境の整備に努めてまいります。 

 

記 

 

１． 育児短時間勤務や子の看護休暇の対象範囲 

変更前 変更後 

小学校１年生まで 小学校３年生まで 

 

２.  介護休業の対象 

変更前 変更後 

２週間以上の期間にわたり常時介護を

必要とする状態にある方 
介護を要する状態にある方 

 

３． 介護短時間勤務の制限緩和 

変更前 変更後 

当該家族１人あたり、利用開始の日か

ら３年間において２回までの範囲内で

所定労働時間を変更可能 

所定労働時間を変更できる期間の

制限を撤廃 

 

４． 実施日 

２０２４年５月２１日 

以 上 

------------------------------------------------------------------------ 

◇本件に該当するＳＤＧｓ 

 

 

 

 

 
【本件に関するお問い合わせ】 

高知銀行 人事総務部 
担当：西岡 ℡088-871-1029 

こうぎん 

 


